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2011年度地方財政計画と自治体 
―

 景気回復基調のもと縮小した地方財源不足 

― 

 

 

澤 井   勝 

 

 

 はじめに 

 

 2011年度の地方財政対策は2010年12月24日の政府予算案決定にともない、同日に決着を

見た。これに国庫支出金などの調整を加えた「2011年度地方財政計画」は１月29日に閣議

決定され、直ちに国会に提出された。 

 この来年度の地方財政計画の主なポイントは以下のようである。 

 

① まず地方交付税総額を今年度に引き続き確保した。総額は前年度に比較して4,799億

円（2.8％）増の17兆3,734億円となった。これは小泉政権の三位一体改革によって13兆

7,425億円（2006年度）にまで圧縮されていたものを３兆６千億円ほど復活したかたち

になっている。 

 

② 地方財政計画の歳出に特別枠の加算（地域活性化・雇用等臨時特例費など１兆2,650

億円）を前年度に引き続き行う。この別枠加算については、税制の抜本改革時まで継続

する。 

 

③ 地方財源不足は14兆2,452億円と算定された。企業収益が回復し、地方税法人分や法

人税収の増で交付税法定率分が増加すると見込まれるため、地方財源不足は前年度の18

兆2,168億円からかなり縮小した。それにしてもこの財源不足状態は、地方交付税法第

６条の３第２項の規定（「毎年度分として交付すべき普通地方交付税の総額が引き続き

第10条第２項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額と著しく異な

ることとなった場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第６

条第１項に定める率の変更を行うこととする」）に相当するもので、1996年以来16年連



 

－ 2 － 

●
－自治総研通巻388号 2011年２月号－●

 

続である。この不足を地方交付税率の改定（引き上げ）で補填するか、地方行財政制度

改正によって他の財源で補填することがもとめられる。 

 

④ 臨時財政対策債は大幅に縮減して対前年比20.1％減の６兆1,593億円となった。 

 

⑤ 交付税特別会計の借入金については、来年度の交付税総額を確保しつつ、計画的に償

還するとの考えで、2011年度から2013年度までは毎年度1,000億円を償還し、さらに

2014年度から2020年度までは毎年度1,000億円ずつ増額して償還する。 

 

⑥ 来年度の地方税収は33兆4,037億円の見通しで、これは前年度比2.8％程度の伸びであ

る。道府県税が4.4％増、市町村税が1.6％増。 

 

⑦ 一般財源総額（地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金、臨時財政特例

債）の総額は59兆4,990億円で0.1％の増となる。 

 

⑧ ひもつき補助金の一括交付金化については、まず投資補助金について、来年度は都道

府県分を対象に、5,120億円を「地域自主戦略交付金」として創設する。対象補助金は

国交省の社会資本整備総合交付金、農水省の農山漁村地域整備交付金など９つの事業補

助金で、これを内閣府に統合する。配分は継続事業（ほぼ９割と想定される）に配慮し

つつ、各都道府県に対して客観的指標に基づいて行う。都道府県は各事業について府省

の枠にとらわれずに選択する。交付は各府省に移し替えて行う。あくまで補助金の改革

としての性格である。 

 

⑨ 子ども手当については、2011年度の単年度の措置として、３歳未満の子ども一人につ

き月額20,000円を、３歳以上中学校修了までは13,000円を支給する。財源については、

児童手当を残してその分については国と地方自治体、事業者が負担する。子ども手当分

は国の負担とする。また、子ども手当から保育料や給食費の納付を可能とする仕組みを

設ける。 

 

⑩ 国の予算編成方針は、中期財政フレームの規律で編成することとされている。その基

準は、(１)国債発行については「平成23年度の新規国債発行額については、平成22年度
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予算の水準（約44兆円）を上回らないものとするよう全力をあげる」ものとしている。

(２)歳入面での取り組みでは、中期財政フレームでは、「個人所得課税、法人課税、消

費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定

する」としており、12月14日の「社会保障改革の推進について」（閣議決定）では、社

会保障の制度改革案と税制改革について11年半ばまでに成案を得るとしている。６月ま

でにと菅首相は言明している。(３)財政運営の基本原則では、第一に、ペイ・アズ・

ユー・ゴー原則があげられている。これは「歳出増又は歳入減を伴う施策の新たな導

入・拡充を行う際には、原則として、恒久的な歳出削減又は恒久的な歳入確保措置によ

り、それに見合う安定的な財源を確保する」とするものである。 

 

⑪ 2011年度の国の一般会計予算案は、92兆4,116億円で、これは前年度比で0.1％増であ

る。租税及び印紙収入は40兆9,270億円。これは前年度の37兆3,960億円よりは回復して

いるものの、国債収入44兆2,980億円をまだ３兆4,000億円ほど下回っている。 

  歳出面では、社会保障関係費28兆7,079億円で歳出総額の31.1％と前年度の27兆2,686

億円を5.3％上回り、比率では初めて30％を超えた。自然増経費１兆3,000億円を満額見

込む。 

  この社会保障費の自然増に対する必要地方財源は8,385億円で、必要な補助事業は

4,891億円でその内訳は生活保護で1,226億円、医療で1,118億円、介護等で1,051億円と

されている。これに単独事業の負担が2,094億円。さらに国民健康保険と後期高齢者医

療制度関係経費が1,400億円となる。 

  なお国の一般会計における社会保障関係費のうちの保険給付費は年金が10兆4,395億

円、医療が８兆3,934億円、介護は２兆2,037億円で、10対８対２といった比率である。

なお生活保護費は２兆6,065億円で前年度比16.4％増となっている。 

 

⑫ 税制改革では、成年扶養控除の縮減、相続税の最高税率の引き上げ、贈与税の減税と

孫への贈与認容などがあり、特に大きいものとしては法人税の税率を国と地方を合わせ

た実効税率で５％下げる（40.69％から35.64％に）ことが決まっている。国の法人税率

は30％から25.5％へ4.5％下げる。中小法人への軽減税率は18％から15％に下げる。 

  その他、「地球温暖化対策のための税」を10月１日施行で導入する。石油石炭税に上

乗せする、１㎘当たり670円から760円。航空機燃料税の税率を引き下げる。同譲与税の

譲与率を11年度から３年度間、９分の２に引き上げる。市民公益税制として認定ＮＰＯ
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法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人への寄付に対して、所得税に税額

控除を導入する。 

 

 

 1. 地域主権改革の停滞 

 

 参議院選挙の直前、2010年６月22日の閣議で「地域主権戦略大綱」があわただしく決定

された。これは他の地域主権改革法案（義務付け枠付け見直しと市町村への権限移譲を組

み込んだ「地域主権一括法案」と「国と地方の協議の場法案」及び「内閣府設置法改正

案」）が参議院を通過したものの、衆議院では継続審査になった（その後の秋の臨時国会

でも継続審査）ことにともない、この「大綱」も先送りされようとしたことに総務相が巻

き返して、かろうじて閣議決定に持ち込まれたものであるとされている。 

 「地域主権改革」という言葉については、法学者や政治学者などから評判が悪い。主権

とは「国民主権」以外の考えをとる余地がない、というわけである。これらの法案や大綱

をつくるに当たっても、内閣法制局も同じような立場から法律用語として「地域主権」と

いう言葉を使うことには最後まで抵抗したようである。その妥協策として、地域主権戦略

会議の法的根拠となる内閣府設置法改正法案では、この地域主権改革を次のように定義し

ている。すなわちその第４条第３号の３で「地域主権改革」とは、「日本国憲法の理念の

下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとと

もに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるように

するための改革」であるとしている。 

 

国と地方の協議、地域主権戦略会議 

 では民主党政権の「地域主権改革」と自民党政権での「地方分権改革」ではどこが違い、

どこが連続しているのか。一つは「国と地方の協議の場」を法律によって設置することが 

あげられる。ただし、これについて民主党は2009年８月30日投開票の衆議院総選挙前には

積極的ではなかった。むしろ自民党や公明党が選挙公約に掲げた後追いとして、衆院選マ

ニフェストをまとめる最終段階の2009年の８月８日になって、全国知事会や市長会の直接

談判もあってようやく入れたものだ。 

 もう一つは地域主権戦略会議の設置である。これは従来の地方制度調査会（首相の諮問

機関）を休業して政府と有識者で構成されている。メンバーは橋下徹大阪府知事、上田清
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司埼玉県知事、北橋健治北九州市長、それに神野直彦東大名誉教授、小早川光郎成蹊大学

法科大学院教授、北川正恭早大大学院教授、前田正子甲南大学教授、首相が議長で原口総

務相（現在は片山善博総務相）が副議長である。そのほか政府側としては枝野幸男内閣官

房長官、野田佳彦財務相、玄葉光一郎国家戦略担当相、連舫行政刷新相、である。2011年

１月29日まで11回開かれているが、いずれも30分から１時間程度の会議である。 

 この他に総務大臣の下に「地方行財政検討会議」を設けている。この会議では地方自治

法の抜本改正が検討され、「地方政府基本法」としてまとめるとしている。メンバーは片

山善博総務相、鈴木克昌副大臣、逢坂誠二政務官、それに全国知事会など地方六団体代表

（達増拓也岩手県知事、奥山恵美子仙台市長、松田直久津市長、横尾俊彦多久市長、寺島

光一郎乙部町長、金子万寿夫鹿児島県議会議長、五本幸正富山市議会議長、野村弘上松町

議会議長）。有識者として西尾勝東大名誉教授、斎藤誠東大教授、石原俊彦関西学院大学

教授、岩崎美紀子筑波大学教授、碓井光明明治大学教授、林宣嗣関西学院大学教授で全体

で17名である。 

 

2011年地方自治法改正案 

 総務省は2011年１月26日に、「地方自治法の抜本改正についての考え方（平成22年）」

として、行財政検討会議が2010年の12月３日に開いた第７回本会議でまとめた案を公表し

ている。（この間に第一分科会を９回、第二分科会を８回開催している。） 

 その中で、2011年の通常国会に提案する地方自治法改正案が示されている。これは片山

善博総務相の思いがかなり反映されたものとなっているようである。主な改正点は、①専

決処分の対象として副知事、副市町村長の選任などを除外する、②臨時会の招集権の議会

への付与、③首長による条例の公布の義務化、④直接請求制度では地方税や使用料につい

ても条例制定改廃請求の対象とする、⑤地方自治法の住民投票の対象として大規模な公の

施設の設置の可否などを入れる、など。 

 

条例制定権の拡大と権限移譲 

 「地域主権戦略大綱」の内容をあげると次の通りである。 

 1.義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、2.基礎自治体への権限移譲、3.国の

出先機関の原則廃止、4.ひも付き補助金の一括交付金化、5.地方財源の充実確保、6.直轄

事業負担金の廃止、7.地方政府基本法の制定、8.自治体間連携・道州制、9.緑の分権改革。 

 このうち法制度改正の提案にまで来ているのは「義務付け・枠付けの見直しと条例制定
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権の拡大」および「基礎自治体への権限移譲」である。これらは、いずれも2010年３月に

任期を終えた地方分権改革推進委員会（丹羽宇一郎委員長）の第三次と第四次勧告を主に

継承するものである。この二つの答申は、政権交代をまたいで2009年９月以降に鳩山首相

に手交されている。その点では、自公政権の時からの「地方分権改革」の延長上の改革で

あり、これが現在のところもっとも実現性のある改革案である。 

 「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」では、2009年秋から議論を呼んでい

る事例がある。たとえば、保育所の子ども一人当たりの面積基準を省令から自治体の条例

に任せるという提案に、ナショナルミニマムが危なくなるとして保育関係者（厚労省も）

からの強い反対がある。地域主権改革一括法では第二次見直しの結果として、308項目・

528条項が見直すとされている。実はこの条例制定権の拡大には、地方自治原理とナショ

ナルスタンダード原理との対立を調整するという大問題があるのだ。 

 また「基礎自治体への権限移譲」では、59項目の207条項について市町村、全市、中核

市と政令指定都市、政令指定都市という区分で権限移譲の提案が行われている。これにつ

いても自治体の現場段階では、「仕事を押しつけて財源の手当がない」と反発する声が強

い。この中には昨年９月の消費者庁設置と消費者安全法（平成21年６月）の施行により市

町村の消費者行政の権限が広がったが、さらに自治体の区域内の業者への立ち入り検査権

などを移譲するといった内容が含まれている。これも職員の削減を進めてきた都市などに

あっては、職員の増加と専門性の確保を要請するものだとしてとまどいがある。しかし、

自治体側としても、これら権限移譲についてもっと積極的に議論しても良い。三位一体改

革以降、財政面での制約が大きくなり、分権改革には消極的で内向きな議論が多いような

印象がある。その気持ちは了解できるが、自治体の権限強化について前向きに議論すべき

だ。また既にある権限を、市民の利益のために活用するという観点も必要である。 

 

道州制は絵空事 

 ところで大綱をまとめる最後のところで、当時の原口総務相は経団連の直談判に応じて、

「道州制の検討」を取り入れることを約束した。その結果は、「自治体間連携・道州制」

のところに、「さらには、地方や関係各界との幅広い意見交換を行いつつ、地域の自主的

判断を尊重しながら、いわゆる『道州制』についての検討も射程に入れていく」と書き込

まれている。 

 この道州制については、自民党政権時代から経団連の悲願である。それは経済界の「小

さな政府論」を仕上げる「国のかたち」だと考えているからである。 
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 東大名誉教授の大森彌さんは『自治日報』のコラム（2010年７月30日号）でこのことを

批判している。そこで引用されているのが、前地方分権改革推進委員会委員長で今度中国

大使となった丹羽宇一郎さんの言葉だ。「もうかつての裕福な時代の日本とは違って、今

の日本は大借金国と人口減少社会です。これから考えたら、地方分権改革を推進しないと、

国が立ちゆかなくなることははっきりしています。それなのに、また目先を変えて『道州

制』というわけです。地方と国の役割をどうするかという議論もまたやり直すというよう

なところで、新たな道州制なんてどうやってやるのでしょうか。そんな絵空事をまた始め

るのではなく、まずやれるところをやる。それが今、地方分権にとって必要なことで

す。」 

 ということは、大森さんが言うように、政府はまずできるところから地方分権を進める

こと、そして自治体は市民と行政との協働の実現を着実に進めることにつきるのである。 

 いずれにしても、先の地域主権改革３法案が継続審査のままになって、地域主権改革は

停滞している。 

 

 

 2. 歳入確保策 

 

(１) 地方財源不足とその補填措置 

   2011年度の地方財源不足は14兆2,452億円とされた。これは前年度の不足額18兆

2,168億円より３兆9,716億円少ない。この理由は、景気回復で企業収益が黒字になり、

法人税収がそこそこ伸びてきたことである。 

   この地方財源不足は、いまの地方と国の税財政制度が地方に生じる財政需要に応答

できない仕組みとなっているために生じる。しかし、三位一体改革では、この不足額

が実質的にゼロとなった時期がある。2007年度がそれで、社会保障費の自然増を

2,200億円に抑え込み、交付税の投資的経費に包括参入制度を導入した結果、財政需

要が減少して財源不足額が４兆4,200億円に圧縮された。そのために、これまでの約

束で参入される特例加算措置でこの不足額をカバーできるまでになり、臨時財政対策

特例加算が不必要となったのである。2008年度も同様で、特例加算は生じなかった。

そのために地方交付税が自治体ベースで大きく落ち込むことになり、市町村合併への

インパクトを強くしたと考えられる。 

   補填措置は三つある。一つは、この地方財源不足は国と地方が折半で補填しようと
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いう考え方である。これは基本である。しかし、その折半補填を行う前に、過去の財

源不足施策の際に後年度に国が補填するとして地方交付税法の付則で約束した財源が

ある。また、地方の工夫で財源不足を削減する財源対策債の発行や特会の剰余金の活

用、借入金償還の繰り延べなどもある。順序としては、まず地方の努力で財源を生み

出す「財源対策債」の発行。これは建設事業の起債に当たって、起債充当率を通常よ

り引き上げることで一般財源を建設事業からはがすという方策である。次いで既往の

財源補填の約束の実行や償還繰り延べなど、その他のやりくりがある。そして折半措

置である。来年度の場合は以下のようになっている。 

  Ａ 折半対象前の財源不足補填措置             ６兆6,144億円 

   ① 財源対策債の発行                    9,400億円 

   ② 地方交付税の増額措置                ３兆3,305億円 

    ア 2010年度以前の地方交付税法に定める補填措置      8,062億円 

    イ 2011年度に予定されていた借入金償還の繰り延べ     7,593億円 

    ウ 特別会計剰余金の活用                 5,000億円 

    エ 別枠の加算の交付税                １兆2,650億円 

   ③ 地方が発行する臨時財政対策債の           

    元利償還に係わる臨時財政対策債            ２兆3,439億円 

  Ｂ 折半対象財源不足額                  ７兆6,308億円 

   ① 臨時財政加算（国の一般会計から）による交付税増   ３兆8,154億円 

   ② 臨時財政対策債の発行                ３兆8,154億円 

   なお、臨時財政対策債については、既往の臨時財政対策債の元利償還に充てる２兆

3,439億円と、折半分の３兆8,154億円を合計した６兆1,593億円となる。また、その

配分方法については、財政力の弱い自治体に配慮して財源調整機能を強化する観点か

ら、今後３年間で段階的に、不交付団体には配分しない方式に移行する、としている。

東京の区や三多摩の不交付団体は従来も臨時財政対策債を発行しない自治体が多い。

発行しても不交付団体であれば、元利償還分が交付税として来るわけではないから、

特にメリットはないからである。 

 

(２) 地方交付税の総額 

   2011年度の地方交付税特別会計の出口ベースでの地方交付税は17兆3,734億円で、

これは前年度に比べて4,799億円、2.8％増となっている。内訳は以下の通りとされて
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いる。 

  ① 地方交付税の法定率分                 10兆9,868億円 

   イ 国税５税の法定率分                 10兆6,101億円 

   ロ 国税決算精算分（2007年度分）                △999億円 

   ハ 交付税特会借入金償還額                 △1,000億円 

   ニ 交付税特会借入金支払い利子               △4,361億円 

   ホ 2010年度からの繰越金                １兆 126億円 

  ② 一般会計からの加算                  ５兆1,216億円 

   イ 折半対象外の加算措置                １兆3,062億円 

    ａ 法定加算（交付税法付則による既往法定分）       7,562億円 

    ｂ 2005年度の投資的経費（単独）と 

      一般行政費（単独）の一体的乖離是正分のうち       500億円 

   ロ 臨時財政対策特例加算                ３兆8,154億円 

  ③ 別枠加算                       １兆2,650億円 

   イ 地方財源不足の状況を踏まえた別枠加算        １兆 500億円 

     税制の抜本改正まで継続する              

   ロ 地域活性化・雇用等対策費の上乗せ分に対応した別枠加算  2,150億円 

     今後３年間は継続する                   

   なお、この他に1,100億円が新たに2017年度以降に法律の定めるところにより地方

交付税の総額に加算される、とされている。 

 

(３) 地方税について 

  ① 個人住民税については、2013年度から合計所得金額400万円を超える納税義務者

の成年扶養控除（扶養親族のうち23歳以上70歳未満）の扶養控除は廃止するとして

いる。ただし、障害者、要介護認定者その他心身の状況によって就労が困難な者、

及び65歳以上の高齢者、学生は引き続き控除対象である。また2012年１月１日以降

の退職手当から個人住民税の10％税額控除が廃止され、全体で17億円の住民税減収

（道府県７億円、市町村10億円）が見込まれる。 

    なお、子ども手当を創出するバーターとして、15歳未満の幼年者の扶養控除が廃

止され、2011年の１月の支給給与から実施されている。予定では2011年度から

26,000円の子ども手当とするところ、３歳未満で20,000円、３歳以上は13,000円と
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なった。このため、2011年度について言うと、幼年者扶養控除廃止で増税になる額

と、子ども手当でカバーする額とを差し引きすると、年間給与900万円以下では増

収、以上では負担のほうが大きくなるとの試算もある。 

  ② 法人住民税と法人事業税については、今回の法人実効税率（国と地方を合わせた

税率）の引き下げは地方への影響をできるだけ抑えるとしている。法人住民税の減

収は道府県で46億円、市町村で112億円と見込まれている。一方で、法人事業税が

課税ベースの拡大（特別償却や準備金制度などの租税特別措置の廃止・縮減、減価

償却制度の見直しや大法人に係る欠損金の繰り越し控除の一部制限など）で123億

円増税となる。このため、全体としては道府県税が98億円の増収、市町村税が102

億円の減となるので、道府県たばこ税の一部を市町村に移譲する。 

  ③ 上場株式等の配当及び譲渡所得に係る軽減税率（３％）の適用期限を2013年12月

まで、２年延長する。 

  ④ 認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人への寄付であっても、地方自治体が条例で個別

に指定することによって、個人住民税の寄付金税額控除の対象とすることができる

（2012年度分以後の個人住民税で適用、2011年中の寄付が対象）。公益社団・財団

法人、学校法人、社会福祉法人に対する寄付についても同様の税額控除制度を導入

する。 

    なお、認定ＮＰＯ法人制度について、ＰＳＴ（パブリック・サポート・テスト）

要件に寄付者の絶対数（寄付金額3,000円以上の寄付者年平均100人以上）で判定す

る方式を導入するなど、認定要件を緩和する。 

 

今後の地方税制改革の考え方 

 この他、次のような地方税制改革案が検討されている。 

(イ) 法定任意軽減措置制度（仮称）の創設 

   適用の是非や程度を、地方自治体が自主的に判断し、条例において決定できる仕組

みの創設。 

(ロ) 法定税の法定任意税化・法定外税化 

   税収が少ない法定税や法定任意税の取り扱いを検討する。 

(ハ) 制限税率の見直し 

   納税者の権利保護や社会経済への影響を踏まえつつ、検討する。 

(ニ) 法定外税への国の事前関与（同意付き協議）の見直し 
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(ホ) 消費税・地方消費税の賦課徴収への自治体の役割の拡大 

 

(４) 一括交付金の導入 

   民主党のマニフェストにある「ひもつき補助金の廃止」については、紆余曲折が

あったが、2011年度予算案では都道府県向けの９つの投資補助金を対象に「地域戦略

交付金（仮称）」を創設するとしている。初年度は5,120億円。市町村向けには2012

年度が予定されている。対象事業は次の通り。 

  ① 国土交通省の社会資本整備総合交付金の一部。 

    この交付金は、「一括交付金の頭出し」の位置づけで2010年度に２兆２千億円の

額で、従来の国交省の補助金を統合したものである。法律の改正を行わない。道路

特定財源の一般財源化によって2009年に創設された「地域活力基盤創造交付金」も

統合される。 

    政策分野は、イ：道路と港湾を対象とした「活力創出基盤整備」、ロ：治水、下

水道、海岸を対象とする「水の安全・安心基盤整備」、ハ：都市公園、市街地整備、

広域連携、まちづくり交付金対象事業を対象とする「市街地整備」、ニ：住宅、住

環境整備を対象とする「地域住宅支援」、である。 

    地方自治体が作成する社会資本総合整備計画の目標を実現するためとされるので、

この「社会資本総合整備計画」の策定が求められる。 

  ② 農水省の農山漁村地域整備交付金（農業農村、森林、水産等）の一部。 

  ③ 厚労省の水道施設整備費補助金（水道水源開発等）。 

  ④ 警察庁の交通安全施設整備費補助金（信号機など）の一部。 

  ⑤ 文科省の学校施設環境改善交付金の一部（産業教育施設等）。 

  ⑥ 経済産業省の工業用水道事業費補助金。 

  ⑦ 環境省の自然環境整備交付金（長距離自然歩道）の一部。 

  ⑧ 環境省の環境保全施設整備費補助金（水辺空間整備等）。 

  ⑨ 総務省の消防防災施設整備費補助金（耐震性貯水池等）。 

 

   これらを内閣府に統合して計上する。内閣府は各都道府県に客観的な基準で配分額

を通知する。この配分基準は人口や面積などが考えられる。自治体はこの通知された

交付金額の枠内で、上記の９つの事業から省ごとの枠にとらわれず事業を自由に選択

する。これを内閣府が各省に通知し、各省に移し替える。各府省はこれを各自治体に
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交付することになる。 

   一次配分として９割の継続事業については、予算・予算関連法が通過してすぐに通

知する予定。二次配分については７月頃を目途に通知する予定である。 

 

経常経費の国庫負担金は一括交付金の対象外にすること 

 なお、経常的経費の補助金の一括交付金化については、2012年度以降とするタイムスケ

ジュール（工程表）が「地域主権戦略大綱」にあるが、これについては問題がある。民主

党のマニフェストにも、補助金の一括交付金化については、「国のひもつき補助金（社会

保障・義務教育関係は除く）は廃止し、地方の自主財源に転換します」としている。とい

うのは国庫支出金のうち、地方財政法第10条から第10条の３までにあげられている国庫支

出金は国庫負担金であり、国が責任を持って負担すべき事業だからである。そのうち特に

第10条が経常的経費についての規定であるが、これらは当該事業ごとの国の行政責任を明

確にするためにも一括交付金化すべきではないものである。2011年度地方財政計画におい

ても、「第20表 地方財政法第10条から第10条の３まで及び第34条の規定に基づく国庫負

担金を伴う経費」として次のものがあげられている。 

 

地方財政法第10条の規定に基づく経費に係わる国庫負担金 

 事項名                          国庫負担額（百万円） 

 １号 義務教育教職員の給与に要する経費               1,566,649 

 ３号 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費              41,913 

 ４号 生活保護に要する経費                     2,604,438 

 ５号 感染症予防に要する経費                      4,689 

 ６号 臨時の予防接種等に要する経費                   1,016 

 ７号 精神保健及び精神障害者福祉に要する経費             101,541 

 ８号 麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費          1 

 ９号 身体障害者の更生援護に要する経費                340,312 

 10号 婦人相談所に要する経費                         895 

 11号 知的障害者の援護に要する経費                  418,182 

 12号 後期高齢者医療の療養の給付などに要する経費    （地方負担 1,984,392） 

 13号 介護保険の介護給付及び予防給付に要する経費           64,170 

 14号 児童福祉施設（公立保育所除く）及び一時保護所などに要する経費  534,115 
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 15号 児童手当及び子ども手当に要する経費              2,122,590 

 16号 国民健康保険の療養の給付などに要する経費              48,109 

 17号 原子爆弾被爆者に対する介護手当の支給などに要する経費       1,236 

 18号 重度障害児に対する障害児福祉手当など              37,693 

 19号 児童扶養手当に要する経費                    176,597 

 20号 職業訓練に要する経費                       2,173 

 21号 家畜伝染病予防に要する経費                    2,743 

 22号 民有林の森林計画、保安林整備などに要する経費            213 

 23号 森林病害虫の防除に要する経費                    713 

 24号 地積調査に要する経費                      10,391 

 25号 特別支援学校への就学奨励に要する経費               4,875 

 26号 公営住宅家賃低廉化に要する経費                    2,062 

 27号 緊急消防援助隊に要する経費                       10 

 28号 国民保護法による措置などに要する経費                                84 

 29号 公立高等学校の授業料不徴収などに要する経費           386,655 

 合計                                8,474,059 

 

   気をつけておかなければならないことは、以前にこの負担金の規定を改正して一部

の国庫負担金を一般財源化したことがあるからである。児童福祉費のうち公立保育所

に係る国庫負担金（児童保護措置費負担金）は、国税所得税から個人住民税への税源

移譲に伴い一般財源化され、2007年度から交付税措置に移行している。このために、

保育所の民営化や保母の非常勤化が急速に進んだことが指摘されている。このような

国庫負担金の一般財源化は制度の趣旨から言えば、あってはならないことだ。それが

国税から地方税の税源移譲という流れの中で安易に行われてきたことは極めて問題が

あったと言わなければならない。 

 

(５) 特別交付税の割合を６％から４％（来年度５％）に 

   今回の地方財政対策で最大の目玉施策は、この特別交付税の割合の２％削減と普通

地方交付税への移転措置である。特別交付税は来年度は５％に、2012年度に４％とな

る。来年度の特別地方交付税は今年より15.8％減の8,687億円とされた。 

   この特別交付税の交付税総額に対する割合は、1952年度の交付税制度の創設時は
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８％とされていた。これが1958年の改正で６％と改められて今日に至っている。特別

地方交付税は第一に年度途中に発生した財政需要に対応すること、第二は、普通地方

交付税では捉えきれない地域的財政需要に対応することになっている。前者としては、

震災対策や豪雪にともなう除雪対策、後者は鹿児島県のシラス台地対策や60年代の廃

坑が進んだ産炭地対策などが例とされる。そのほか、給与適正化のために特別交付税

の減額措置が利用されるなど、国の行政施策の誘導のために裁量的に活用されてきた

とも言われる。さらに、具体的な個々の自治体への額の決定には、「エンピツをなめ

る」という逸脱した裁量が行われているとの指摘も絶えない。これもあってか2011年

１月25日の「自治財政課事務連絡」では、「地方交付税の算定方法の簡素化・透明化

の取組の一環として、交付税総額における特別交付税の割合（６％）を……段階的に

引き下げ、その部分を普通交付税に移行させることとしている」との説明となってい

る。 

   現在の特別交付税は、全ての団体（普通交付税の不交付団体でも）に多少とも配分

され、財政課にとっては年末や年度末の定期的なボーナスのような資金のようだ。こ

れを「根雪」とも言う。歳入の分類学の名前は「臨時」だが、資金が枯渇するときに

常にあてにできる一般財源なのである。また災害対応財源としては、最近の新潟県中

越地震など大災害が集中する年でも、特別交付税１％の範囲で賄うことができるそう

だ。もう一つ、制度と運用の改善では、災害時など緊急に資金が必要になった場合は、

12月と３月の交付時期にこだわらずに機動的な交付ができるように改めるとしている。 

 

 

 おわりに 協働の推進と地域コミュニティの再構築を 

 

 今回の地方財政対策と地方財政計画は、参議院での与野党逆転もあってこのまま順調に

成立するとは考えにくい。かなりの修正もあり得ると考えておきたい。特に地方交付税法

改正案などの日切れの予算関連法案が通らないとすると、地方交付税の４月概算交付に臨

時財政対策加算などが間に合わないこともあり得る。地方自治体を政争の道連れにしても

らわないよう、国会の理性ある判断を期待したいものである。 

 職員は減る、財源は制限されるという状況では、行政のできることは本当に限られてく

る。しかし標準世帯（夫婦に子ども二人）の家族が解体し、高齢者のみの世帯、一人親世

帯、若年層から高齢者までの単身世帯が多数を占める中で、公助と共助が連携した新しい
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公共の仕組みで住民の生活を支える必要はますます高まっている。この状況をブレイクス

ルーするためには、市民、住民、民間事業者に「新しい公共」を担って貰うのも一つの道

だ。そういう「新しい協働」の仕組み作りに成功するか、それをしっかり地域に根付かせ

ることができるかが、これからの10年を決めていく。 

 そのためには、それが市民への負担転嫁だったり、行政の責任逃れだったりにならない

よう、市民との真摯な「討論」の場を通じて、広く合意を作っていくことがますます重要

になってきている。行政が市民より高い目線から見下ろして押しつけるという流儀を脱皮

することが求められる。ワークショップなどの討論の輪には自治体職員も必ず市民とフ

ラットなかたちで参加することが必要である。 

 

 

付 論 

地方税収入の低迷と収入確保策 

（この項は全国市長会の『市政』平成23年２月号への原稿に若干の手を入れて採録したも

のである。） 

 

(１) 滞納整理、租税債権の確保と整理 

   徴収率の低下に歯止めをかけ、税の公平性を確保することを目的に2001年４月に

「茨城租税債権管理機構」が発足。次いで、三重県地方税管理回収機構が2004年４月

にできた。2010年４月現在では、北海道に渡島・檜山地方や釧路・根室など４つ、宮

城県泉南広域行政組合、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、千葉県、福井県、山梨県、

三重県、静岡県、滋賀県、京都府、和歌山県、香川県、愛媛県、徳島県、鳥取中部広

域連合、長崎県などに設立されている。組織形態としては、一部事務組合、広域連合、

任意団体とがある。 

   これに滞納整理で差し押さえた絵画や自動車など動産をインターネット公売にかけ

る方式が2004年７月に、東京都主税局がヤフーと提携して実施することで実現し、大

きな成果があったことから全国化している。もちろん滞納整理は、各市ごとに滞納整

理の専門課の設置や、全庁的に職員を動員する方式など様々な工夫がされている。 

(２) 独自課税＝自主課税 

   2000年の地方分権一括法の施行によって、それまで法定外普通税だけだった自主課

税について、法定外目的税も認められるようになった。自主課税あるいは独自課税に
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は、大きく二つがある。一つは「超過課税」であり、もう一つは「法定外税」の新設

である。 

  (ア) 超過課税方式（現行税率への上乗せ） 

    Ａ、個人住民税及び法人住民税の均等割への超過課税 県税であるが高知県から

始まった「森林税」が著名で、平成20年度までに23府県で導入されている。 

    Ｂ、個人市民税の所得割への超過課税 

    Ｃ、法人市民税の法人割への超過課税  ほとんどの市町村で実施されている。 

    Ｄ、固定資産税の超過課税  など 

  (イ) 法定外税の創設 

    Ａ、法定外普通税  熱海市の別荘税、三浦市のヨット税など。 

    Ｂ、法定外目的税  県税であるが産業廃棄物埋め立て税が21団体で実施。沖縄

県では伊平屋村、伊是名村で環境協力税という名で、フェ

リーでの入村者に100円程度課税するかたちで導入されて

いる。 

   ただし自主課税については、税の目的、使途、財源の規模とコスト、受益と負担の

透明性、負担の公平性、政策効果などについて系統的で、説得力のある検討が必要で

ある。 

(３) 債権整理のための条例制定 

   （以下の各項は主に時事通信社の『官庁速報』の報道を整理したものである） 

   東京都が2005年度から始めた債権回収の一元管理の仕組みで、自治体の債権を自力

回収できる「公債権」とそうではない「私債権」とに区別して、それらを適切に徴収

することを目的とする。現在27都道府県にある。2010年11月施行の大阪府条例では、

府の抱える債権を、(１)府税と同様に強制徴収が認められている債権（道路・河川占

用料、児童保護費保護者負担金など）、(２)公法上の債権だが、強制徴収が認められ

ていないために裁判所の関与が必要な債権（庁舎施設使用料、公園緑地使用料など）、

(３)私法上の債権で、強制徴収には裁判所の関与が必要な債権（府営住宅使用料、中

小企業向け貸付金など）に分類している。これらのうち、法律で延滞金の規定がない

ものについても延滞金をとれるように規定する。なお、大阪府八尾市が2010年12月議

会で債権管理条例を制定し、同月24日に施行している。 

(４) 民間セクターの債権回収機構・会社（法務大臣の認可）に、県外に移住した住民に

対する公営住宅滞納家賃などの回収を業務委託する自治体も増加している。同様に、
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民間事業者に電話による督促を委託する事例もある。 

(５) コンビニやインターネットでの収納などの納税者の便宜を考えた収納改革。これに、

2006年の地方自治法改正（地方自治法第231条の２（証紙による収入の方法等））で

可能になったクレジットカードによる決済の導入も進んでいる。これはうっかり納税

や支払いを忘れても、督促を受けたら役所の取り扱い時間外にも納めることができる

などの利点が大きい。 

(６) 同じく2006年の地方自治法第238条の４（行政財産の管理及び処分）の改正で、行

政財産の貸付け又は私権の設定ができる範囲が拡大されたことを受けて、様々なかた

ちで取り組みが行われている。 

   東京都は都税事務所の駐車場を民間に貸し付けてコインパーキングとして活用して

収益を上げた。北海道は2009年から本庁舎の改築用の仮庁舎用地で、120台分をコイ

ンパーキングとして民間に貸付、年間4,200万円、３年で１億2,600万円の収入を得た。 

   鹿児島県は2009年度から、県立高校を中心に自動販売機89台分について事業者を公

募して貸し付けた。貸付の前は、使用許可をして使用料をとる形式だったが、貸付に

よって1,800万円の貸付料を得た。使用料の45倍の収入増である。 

   埼玉県は2011年度から、自動販売機貸付の業者公募に「総合評価制度」を入れる。

2010年度は価格要件75点だったが、それを65点にし、事業者の社会的貢献度を35点と

評価する。100点満点のうち、県の基金やボランティア活動への参加度の社会貢献度

が24点、学校など施設整備への事業協力に３点、災害対策や省エネなどに５点など。 

   滋賀県野洲市や山梨県笛吹市などでは、組織再編や合併によって空いた市庁舎の一

部を介護事業者やＣＡＴＶ事業者に貸し付け、相当の貸し付け料収入を得ている。 

(７) 広告料の確保やネーミングライツ（命名権）の販売、これらも既に広く採用されて

いる。最近は職員のパソコンへの広告掲載なども進んでいる。 

(８) 福島県郡山市は市の「暮らしのガイドブック」を公募・プロポーザルで大阪の広告

出版会社と契約、共同で編集・発行する。市の費用負担はゼロ。業者が広告収入で作

製し、市内全戸にポスティング配布する。３千万円の編集・発行費用の節約になり、

配布コストも減少している。 

(９) 中長期的にはコミュニティ・ビジネス、地産地消事業への支援などで地場産業を興

し、納税者を増やすことを考える必要もある。 
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「払わない人」と「払えない人」の区別を 

 払える能力や資産がありながら税や使用料などを「払わない人や法人」に対しては、適

切な督促や差し押さえ、競売を果断に行うための組織的取り組みを進めることは第一に必

要なことだ。それが納税者の権利を守り、公平性を確保することにもなる。 

 同時に、本人や家族の病気や失業、離婚、それらに伴う多重債務などなんらかの事情で

納税の意思がありながら「払えない人」をきちんと区別する必要がある。「払えない人」

には、具体的に生活再建の助言や制度の利用を支援するなどの親切で温かい対応が求めら

れる。滋賀県野洲市、鹿児島県奄美市、岩手県盛岡市などの多重債務者支援の庁内・庁外

のネットワークづくりなどを参考に、「本当に困っている人」へのワンストップ・サービ

ス体制を構築したい。これらの市では、生活再建によって納税できた市民から、担当者が

お礼を言われているのである。2011年２月３日のＮＨＫ総合テレビ、「あさいち」で放映

された佐世保市の国民健康保険料差し押さえの現場でも、差し押さえを受けた夫婦から多

重債務の相談を受けている映像があった。差し押さえに入ってもなお、そこで生活再建の

きっかけを作ろうとしている職員の姿勢は共感がもてた。 

（さわい まさる 奈良女子大学名誉教授） 
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＜付表１＞ 中央財政と地方財政の関係（2011年度） 

 

 

 

 

国の一般会計

(　）内は2010年度当初の数字である。2011/01/29,SAWAI作成。『12.24 地方財政対策の概要』『1.25 事務連絡』などから。2.1日修正。

所得税
126,140

(126,140)

法人税
59,530

(59,530)

酒税
13,830

（13,830)

消費税の4/5
96,380

(96,380)

たばこ税
8,270

(8,270)

租税及び
印紙収入計

409,270
(373,960)
9.4%増

公債金収入
442,980

(443,030)
0.0%減

うち建設公債
60,900

(63,530)
うち特例公債

382,080
(379,500)

税外・その他
収入

71,866
(106,022)
32.2%減

地方交付税
法定率分

  106,101
（95,530)

  11.1%増
2税の32%

  47,482
 (44,790)

消費税の
29.5%
     30,087

 (28,532)
たばこ税の
25%

   2,040
  (2,068)

4条の2第3項
4条の2第4項
加算　 8,062
過年度清算

▲9,989

国債費
215,491

(206,491)
4.4%増

一般歳出
 534,542
(517,309)
 3.3%増

うち地方への
補助金等

115,663
12.3%増

(交付税つづき)
交付税のうち
法人税分
法人税の34%
06は35.8%

 26,493
(20,240)
30.9%増

別枠加算
　　10,500

歳出上乗せ分
見合い別枠加
算

　　2,150
合計別枠加算
12,650億円

臨時財政対策
特例加算額
　  38,154
　（53,880)

基礎的財政収
支対象経費
(交付税含む)

  708,625
 (709,319)

地方交付税・譲与税特別会計
歳入 歳出

返還金0(1.9)

道路・治水等
特別会計

う
ち
普
通
会
計
債

一般会計より
受け入れ

 163,969
(170,945)
   4.1%減

       
      
特会剰余金の
活用　5,000

地方交付税

 173,734
(168,935)

    2.8%増

うち
前年度から繰
り越額

  10,126
   （0)

特会借入金償還
繰り延べ

 7,593

借入金元金
償還額

　▲1,000
(0)

同利子分
▲4,361

   (▲5,712)

うち
普通交付税
165,047 3.9%

増
特別交付税
8,687 15.8%

減
特別交付税の
割合

6%から5%に

2011年度
財政投融計画

　149,059
 (183,569)
 18.8%減

2011年度
地方債計画
  137,340
 (158,746)
13.6%減

短期市場などからの借入金
0
(0)

歳入
924,116億円
(922,992)

歳出　　　　
924,116億円(0.1%増)
(922,992)　　　　

地方財政計画

譲与税
21,749
(19,171)
13.4%増

うち地方法人
特別譲与税

15,641
20.9%増

地方交付税
173,734
(168,935)
2.8%増

国庫支出金
121,745
(115,663)
5.3%増

地方債
114,772
(134,939)
13.6%減

財源対策債
9,400

退職手当債
3,900

臨時財政対策債
61,593
(77,069)
20.1%減

地方特例交付金
（児童手当、
自動車取得税
等減収補填）

3,877
(3,832)
1.2%増

その他
　水準超経費

7,200
(6,500)
10.8%増

公債費
132,400
(134,025)
1.2%減

投資的経費
  113,032
 (119,074)

5.1%減

　うち単独
53,558

 (68,683)
22.0%減

　うち補助/直轄
   59,474
  (50,391)

    18.0%増

一般行政経費
308,226
(294,331)
4.7%増

うち単独分
138,601
(138,285)
0.2%増

地方再生対策費
3,000
(4,000)

地域活性化・雇
用等対策費

12,000
(9,850)

給与関係費
212,694
(216,864)
1.9%減

計画人員
26,761人減

歳入
825,054億円
(821,268)

　歳出 　　　　　
 825,054億円(0.5%増)　
(825,557) (0.5%減)

地方税
334,037
(325,096)
2.8%増

　都道府県税
134,952
(129,226)
4.4%増

　市町村税
199,085
(195,870)
1.6%増

公営企業繰出金
　26,867
 (26,961)
　0.3%減

うち企業債
償還費普通会計
負担分　17,118
　　　 (17,454)
　　　　1.9%減

一般財源総額（地方税、地方交
付税、臨時財政対策債、地方譲
与税、地方特例交付金等の合計)
　594,990  0.1%増
（594,103  0.6%減)

一般財源比率
　72.1%(72.3%)

地方債依存度
　13.9%(16.4%)

公債費と水準超経費を除く
一般歳出
　668,313
　(663,289億円)
　　　　0.8%増

交付税特会借入金11年度末残高
　地方負担分　33.5兆円程度
　(07年度末33.6兆円、
　 08年度償還予定額を繰り延べ)

10年度末地方債現在高
141兆3,072億円1.8%増
（09年度末139兆977億円0.8%増)

地方の借入金残高（交付税特会借
入金含む）
2011年度末見込み
　200兆円程度
（10年度末　200兆円程度)

11年度国内総生産（ＧＤＰ）見通し
　483.8兆円程度 実質1.5%
　(10年度実績見込み479.2兆円
　 程度、実質3.1%）
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＜付表２＞ 一般財源等の状況（2000～2011年度） （地方財政計画ベース） 

 
2000年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 前年度比 2010年度 前年度比 2011年度 前年度比

項    目 
億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 ％ 億 円 ％ 億 円 ％ 

１ 地方税 355,568 321,725 323,231 333,189 348,983 403,728 404,703 361,860 -10.59 325,096 -10.16 334,037 2.75

２  都道府県税 152,355 134,339 136,906 142,737 154,308 188,524 188,403 154,218 -18.14 129,226 -16.21 134,952 4.43

３  市町村税 193,213 187,396 186,325 190,452 194,675 215,728 216,300 207,642 -4.00 195,870 -5.67 199,085 1.64

４ 地方交付税（出口ベース） 214,107 180,693 168,861 168,979 159,073 152,027 154,061 158,202 2.69 168,935 6.78 173,734 2.84

５ 地方交付税（入り口ベース) 140,163 163,926 153,887 145,700 137,425 146,196 151,401 161,113 6.41 170,945 6.10 163,969 -4.08

６ 地方財源不足額 133,699 173,767 162,350 112,000 87,000 44,200 52,476 104,664 99.45 182,168 74.05 142,452 -21.80

７  うち通常収支不足額 98,673 134,457 122,530 75,100 57,000 44,200 54,276 104,664 92.84 182,168 74.05 142,452 -21.80

８ 臨時財政対策加算  55,416 38,876 21,600 12,158 0 0 27,553 皆増 53,880 95.55 38,154 -29.19

９ 臨時財政対策債  58,416 41,905 32,231 29,072 26,300 28,332 51,486 81.72 77,069 49.69 61,953 -19.61

10 一般財源（１＋４） 569,675 502,418 492,092 502,168 508,056 555,755 558,764 520,062 -6.93 494,031 -5.01 507,771 2.78

11 一般財源（臨財債含む） 569,675 560,834 533,997 534,399 537,128 582,055 587,096 571,548 -2.65 571,110 -0.08 569,724 -0.24

12   交付税＋臨財債（４＋９)  239,109 210,766 201,210 188,145 178,327 182,393 209,688 14.96 246,004 17.32 235,687 -4.19

13 地方譲与税  6,939 11,452 18,419 37,324 7,091 7,027 14,618 108.03 19,171 31.15 21,745 13.43

14 地方特例交付金  10,062 11,048 15,180 8,160 3,120 4,736 4,620 -2.45 3,832 -17.06 3,877 1.17

15  うち減税補填特例交付金  10,062 8,700 8,888 7,456 2,000 1,552 1,458 -6.06 0 皆減 0

16  うち児童手当特例交付金  704 1,120 1,183 1,162 -1.78 2,337 101.12 2,038 -12.79

17  うち減収補填交付金  2,000 2,000 2,000 0.00 1,495 -25.25 1,839 23.01

18 交付税特会借入金 80,881 19,515 10,558 16,500 11,610 0 0 0 0 0 0 0

19 財源対策債 24,300 18,400 18,000 17,600 16,500 15,900 15,400 12,900 -16.23 10,700 -17.05 9,400 -12.15

20 地方財政計画規模 889,300 862,100 846,700 837,700 831,800 831,300 834,014 825,557 -1.01 821,200 -0.53 825,054 0.47

21 地方債計画規模 164,998 184,845 174,843 155,366 139,466 125,108 124,776 141,844 13.68 158,746 11.92 137,340 -13.48

22 地方の一般歳出  681,049 673,216 664,801 657,350 657,626 662,200 0.70 663,200 0.15 668,313 0.77

23 国の一般歳出  476,320 472,829 463,660 469,784 472,845 517,310 9.40 534,552 3.33 534,542 -0.00

24 国の一般会計予算額 849,870 817,891 821,109 821,829 796,860 829,088 830,613 885,480 6.61 922,992 4.24 924,116 0.12

25 国の租税印紙収入 498,950 417,860 417,470 440,070 458,780 534,670 535,549 461,030 -13.91 373,960 -18.89 409,270 9.44

資料：地方財政計画、地方財政対策等から作成 



平成 23 年度地方財政計画のポイント 
総務省自治財政局 
平 成 ２ ３ 年 １ 月 

地方財政計画は、地方交付税法第７条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額

に関する書類であり、国会に提出するとともに、一般に公表するものである。 
 

 地方交付税の増額確保 

○ 地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を 0.5

兆円増額（総額 17.4兆円） 
 

一般財源総額の確保 

○ 地方交付税        17.4 兆円（前年度比 ＋0.5兆円） 

・ 法定率分等           11.0兆円 

・ 国の一般会計加算等（既定ルールによる補塡）      5.1兆円 

・ 別枠加算              1.3兆円 

※ 地方の財源不足の状況等を踏まえた別枠加算の仕組みは税制抜本改革時まで継続（宛の加

算額は 1.1兆円） 

※ 地域活性化・雇用等対策費の上乗せ分に対応した別枠加算 0.2 兆円は、法人税減税影響分等

も勘案したものであり、３年間同額で継続 

○ 一般財源総額       59.5兆円（前年度比 ＋0.1兆円） 

※ 一般財源総額（水準超経費除き）    58.8兆円（前年度比 ＋0.0兆円） 

※ 中期財政フレームに基づき、22年度水準を下回らないよう確保 

・ 地方税           33.4兆円（   〃    ＋0.9兆円） 

・ 地方譲与税・地方特例交付金        2.6兆円（   〃    ＋0.3兆円） 

・ 地方交付税                 17.4兆円（   〃    ＋0.5兆円） 

・ 臨時財政対策債               6.2兆円（   〃    △1.5兆円） 

○ 地方一般歳出           66.8兆円（前年度比 ＋0.5兆円） 

※ 地域活性化・雇用等対策費を３年間継続（宛の計上額は 1.2兆円） 

※ 給与関係経費の減（△0.4兆円）等の歳出の見直しを行い、総額は対前年度0.5兆円の増 
 

地方財政の健全化 

○ 一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を大幅縮減（△1.5兆円） 

○ 交付税特会借入金を償還（宛～虻 1 千億円、以後 1 千億円ずつ増額、

安以降は国の債務残高の縮減の取組と歩調を合わせて、30 年間各年度

１兆円を基本に償還） 
 

特別交付税制度の見直し 

○ 地方交付税の算定方法の見直しの一環として、交付税総額における特別

交付税の割合を６％から４％に引き下げ、普通交付税に移行（宛は５％） 
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（単位：億円、％）

平 成 23 年 度
（ Ａ ）

平 成 22 年 度
（ Ｂ ）

増 減 額
(A)-(B) (C)

増 減 率
(C)/(B)

（ 歳 入 ）

区 分

地 方 財 政 計 画 歳 入 歳 出 一 覧

334,037 325,096 8,941 2.8 

21,749 19,171 2,578 13.4 

3,877 3,832 45 1.2 

173,734 168,935 4,799 2.8 

121,745 115,663 6,082 5.3 

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

114,772 134,939 △ 20,167 △ 14.9 

14,279 13,126 1,153 8.8 

40,861 40,506 355 0.9 

825,054 821,268 3,786 0.5 

594,990 594,103 887 0.1一 般 財 源

計

地 方 債

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 収 入

594,990 594,103 887 0.1 

212,694 216,864 △ 4,170 △ 1.9 

退 職 手 当 以 外 190,961 194,064 △ 3,103 △ 1.6 

退 職 手 当 21,733 22,800 △ 1,067 △ 4.7 

308 226 294 331 13 895 4 7

般 財 源

（ 歳 出 ）

給 与 関 係 経 費

一 般 行 政 経 費 308,226 294,331 13,895 4.7 

補 助 157,481 144,313 13,168 9.1 

単 独 138,601 138,285 316 0.2 

国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費 12,144 11,733 411 3.5 

3,000 4,000 △ 1,000 △ 25.0 地 方 再 生 対 策 費

域 等 策費

一 般 行 政 経 費

12,000 9,850 2,150 21.8 

132,423 134,025 △ 1,602 △ 1.2 

9,612 9,663 △ 51 △ 0.5 

113,032 119,074 △ 6,042 △ 5.1 

直 轄 ・ 補 助 59,474 50,391 9,083 18.0 

公 債 費

維 持 補 修 費

投 資 的 経 費

地域活性化・雇用等対策費 ※１

移 替 え 影 響 額 除 き ※ ２ 59,474 62,697 △ 3,223 △ 5.1 

単 独 53,558 68,683 △ 15,125 △ 22.0 

移 替 え 影 響 額 除 き ※ ２ 53,558 56,377 △ 2,819 △ 5.0 

26,867 26,961 △ 94 △ 0.3 

企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分 17,118 17,454 △ 336 △ 1.9

公 営 企 業 繰 出 金

企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分 17,118 17,454 △ 336 △ 1.9 

そ の 他 9,749 9,507 242 2.5 

7,200 6,500 700 10.8 

825,054 821,268 3,786 0.5 

668,313 663,289 5,024 0.8 
※１ 地域活性化・雇用等対策費の平成22年度の額は、平成22年度地方財政計画の歳出に計上された「地域活性化・

地 方 一 般 歳 出

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費

計

※１ 地域活性化・雇用等対策費の平成22年度の額は、平成22年度地方財政計画の歳出に計上された「地域活性化・

　　雇用等臨時特例費」の額である。

※２ 投資的経費の単独分へ計上していた社会資本整備総合交付金を活用した道路事業を、補助事業へ移し替えた

  　影響を除いた場合
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平成23年度地方財政計画の概要

総 務 省 自 治 財 政 局
平 成 ２ ３ 年 １ 月

地方財政計画は、地方交付税法第７条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額
に関する書類であり、国会に提出するとともに、一般に公表するものである。

Ⅰ 平成23年度の地方財政の姿

① 地方財政計画の規模 82兆5,054億円（前年度比＋3,786億円、＋0.5%）

（参考）水準超経費を除いた場合 81兆7,854億円 ( 〃 ＋3,086億円、 ＋0.4%)

② 地方一般歳出 66兆8,313億円（ 〃 ＋5,024億円、＋0.8%）

（参考）地方一般歳出（給与関係経費除き）の総額
45兆5,619億円（ 〃 ＋9,194億円、 ＋2.1%）

③ 一般財源総額 59兆4,990億円（ 〃 ＋ 887億円、＋0.1%）

（参考）一般財源（水準超経費除き）の総額
58兆7,790億円（ 〃 ＋187億円、＋0.0%）

※ 財政運営戦略に定める中期財政フレームに基づき、22年度水準を下回らないよう確保

兆3,734億円④ 地方交付税の総額 17
（ 16兆8,935億円、＋4,799億円、＋2.8%）扱

⑤ 地方税及び地方譲与税 35兆5,786億円

（ 34兆4,267億円、＋1兆1,519億円、＋3.3%）扱

⑥ 臨時財政対策債 6兆1,593億円

（ 7兆7,069億円、△1兆5,476億円、△20.1%）扱

⑦ 兆2,452億円（ 18兆2,168億円、△21.8%）財源不足額 14 扱

（参考）折半対象財源不足額 7兆6,308億円 ( 10兆7,760億円、△29.2%)扱

Ⅱ 地方交付税の増額確保

・別枠加算（12,650億円）の維持や繰越金（10,126億円）の活用等により、地方交付税を0.5兆円増額

・地域活性化・雇用等対策費 12,000億円

○ 「地域活性化・雇用等対策費」 12,000億円

地域活性化・雇用等臨時特例費9,850億円に、以下の事業等を勘案した2,150億円を上乗せ扱

・ 子どもに対する現物給付（1,000億円）等の子育て施策

・ 住民生活に光をそそぐ事業

・ 地球温暖化対策暫定事業（100億円）

○ 地域活性化・雇用等対策費の 及び の規模については、 の12,000億円を一つの基準に毎姐 虻 宛

年度決定

○ 地方の財源不足の状況等を踏まえた別枠加算の仕組みは税制抜本改革時まで継続（ の加算宛

額は10,500億円、 以降の加算額は財源不足の状況等を踏まえ決定）姐

○ 地域活性化・雇用等対策費の上乗せ分に対応した別枠加算2,150億円は、法人税減税影響分も

勘案したものであり、３年間同額で継続
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（前年度比 ＋4,799億円、＋2.8%）地 方 交 付 税 17兆3,734億円

① 地方交付税の法定率分等 10兆9,868億円

※ 国税５税分の法定率分 10兆6,101億円

※ 国税決算精算分（⑲） △999億円

※ 交付税特別会計借入金償還額 △1,000億円

※ 交付税特別会計借入金支払利子 △4,361億円

※ 平成22年度からの繰越金 1兆 126億円

② 一般会計における加算措置等 5兆1,216億円

※ 折半対象以外の財源不足における補塡（既往法定分等） 1兆3,062億円

※ 臨時財政対策特例加算 3兆8,154億円

③ 別枠による加算 1兆2,650億円（財源不足の状況等を踏まえた加算及び特別枠の上乗せ分に対応した加算）

【参考】地方交付税の推移（兆円）

斡 扱 宛⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

地方交付税 18.1 16.9 16.9 15.9 15.2 15.4 15.8 16.9 17.4

塡Ⅲ 財源不足の補

平成23年度における財源不足 14兆2,452億円（ 18兆2,168億円）扱

うち折半対象財源不足 7兆6,308億円（ 10兆7,760億円）扱

○ 中期財政フレームの対象期間である平成23年度から平成25年度までの間においては、国と地

塡方の折半ルールを適用することとし、平成23年度においては、以下のとおり財源不足を補

【折半対象以外の財源不足】 6兆6,144億円

① 財源対策債の発行 9,400億円

② 地方交付税の増額による補 2兆 712億円塡

・ 一般会計における加算措置（既往法定分等） 8,062億円

・ 別枠の加算 1兆2,650億円（財源不足の状況等を踏まえた加算及び特別枠の上乗せ分に対応した加算）

③ 交付税特別会計の償還先送り 7,593億円

※ 財政健全化の観点から、23年度に予定していた特別会計借入金の償還（8,593億円）のうち

1,000億円を償還し、残額（7,593億円）を後年度に繰延べ

④ 特別会計剰余金の活用 5,000億円

⑤ 臨時財政対策債の発行 2兆3,439億円（既往債の元利償還金分等)

【折半対象財源不足】 7兆6,308億円

① 地方交付税の増額による補塡(臨時財政対策特例加算) 3兆8,154億円

② 臨時財政対策債の発行(臨時財政対策特例加算相当額) 3兆8,154億円
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1,226億円 1,118億円 1,051億円

Ⅳ 地方財源の確保

（前年度比＋887億円、＋0.1%）一般財源総額 59兆4,990億円

一般財源（水準超経費除き）の総額 58兆7,790億円（ 〃 ＋187億円、＋0.0%）

（前年度比 ＋8,941億円、＋2.8％）・地方税 33兆4,037億円

うち水準超経費相当額 7,200億円 （ 〃 ＋700億円、＋10.8％）

（ 〃 ＋2,578億円、＋13.4％）・地方譲与税 2兆1,749億円

（ 〃 ＋4,799億円、＋2.8％）・地方交付税 17兆3,734億円

（ 〃 ＋45億円、＋1.2％）・地方特例交付金 3,877億円

（ 〃 △1兆5,476億円、△20.1％）・臨時財政対策債 6兆1,593億円

（前年度比 △4,691億円、△8.1%）地方債総額 5兆3,179億円

（参考）臨時財政対策債含み 11兆4,772億円 （前年度比 △2兆167億円、△14.9%）

【通常債】 4兆3,779億円（前年度比 △3,391億円、△7.2％）

【財源対策債】 9,400億円（ 〃 △1,300億円、△12.1％）

（参考）【臨時財政対策債】 6兆1,593億円（前年度比 △1兆5,476億円、△20.1％）

Ⅴ 社会保障関係費の自然増等への対応

国と同様、地方の社会保障関係費も毎年度大幅な自然増となることに対応し、平成23年度は

8,385億円の地方負担（補助・単独）を増額計上し、対応する財源を確保

○ 地方負担 ＋8,385億円の内訳

・一般行政経費補助 ＋4,891億円（生活保護、医 療、介 護、等）

・一般行政経費単独（社会保障関係費） ＋2,094億円

・ ＋1,400億円国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費等

○ 更に、特別枠（子どもに対する現物給付）を計上 ＋1,000億円

Ⅵ 地方財政の健全化

・ 一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を大幅縮減（△1.5兆円）

・ 交付税特会借入金を償還（ １千億円、以後１千億円ずつ増額、 以降は財政運営戦略宛 虻～ 安

に基づき、国の債務残高の縮減の取組と歩調を合わせて償還（30年間各年度1兆円を基本））

の償還は、交付税特会借入金利払費の縮減により確保された財源等を活用※ 宛 虻～
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Ⅶ 臨時財政対策債の配分方式の見直し等

財政力の弱い地方公共団体への配慮の観点から、臨時財政対策債について、各地方公共団体

の発行可能額の算出方法を見直すとともに、前年度と同じ割合の公的資金を確保

○ 財政力の弱い地方公共団体に配慮し、財源調整機能を強化する観点から、今後３年間で段階

的に、不交付団体を含む全団体に配分する方式（各団体の人口を基礎として算出）を廃止し、

平成22年度に一部導入された、不交付団体には配分しない方式（各団体の財源不足額を基礎と

して算出）に移行

○ 一般市町村については原則として全額公的資金を配分するなど、地方公共団体の資金調達に

配慮する方針

（参考）【臨時財政対策債】 6兆1,593億円（前年度比 △1兆5,476億円、△20.1％）

うち公的資金 2兆4,460億円（ 〃 △6,151億円、△20.1％）

・財政融資資金 1兆7,860億円（ 〃 △4,491億円、△20.1％）

・地方公共団体金融機構資金 6,600億円（ 〃 △1,660億円、△20.1％）

Ⅷ 子ども手当

子ども手当の支給に係る費用負担は、平成22年度と同様に、子ども手当の一部として、児童・

手当を支給する仕組みとし、児童手当分は、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が

従来どおりのルールで費用負担

それ以外の部分は、３歳未満に対する上積み分を含め、全額国庫負担

関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場において、子ども手当及びそれに関連する・

現物サービスに係る国と地方の役割分担及び経費負担のあり方を含め、子ども・子育て新シス

テムの検討との整合性を図りつつ、幅広く検討

○ 平成23年度の子ども手当の支給額

３歳未満：月額20,000円 ３歳以上から中学校修了前まで：月額13,000円

○ 子ども手当分（上積み分を含む）は全額国庫負担、児童手当分は、国、地方、事業主が従来

どおりのルールで負担

○ 年少扶養控除の廃止等に伴う平成23年度の交付税（法定率分）の増額（2,113億円）につい

ては、交付税（法定率分）の増額に伴う財源不足額の縮減による交付税（臨時財政対策特

例加算）の減額（▲1,057億円）、児童手当分（平成18、19年度増分）の特例交付金の減額

（▲1,141億円）及び地方財政収支における調整（85億円）により対応

○ 地方が地域の実情に応じた現物サービスを拡充できるよう、新たな交付金500億円(国1/2等、

事業費約1,000億円)を創設するとともに、子どもに対する現物給付（1,000億円）を勘案して

拡充した歳出特別枠を新たに設け、その拡充分の財源として、同額を地方交付税に別枠加算
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Ⅸ 一括交付金（地域自主戦略交付金）

「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための「地域自主戦略交

付金」を創設（5,120億円）

○ 平成23年度は、第一段階として都道府県を対象に、投資補助金の一括交付金化を実施（市町

村分は平成24年度から実施）

○ 地方公共団体は、一括交付金化の対象となる事業の範囲で、各府省の枠にとらわれず、自由

に事業を選択

Ⅹ 特別交付税制度の見直し等

地方交付税の算定方法の簡素化・透明化の取組の一環として、交付税総額における特別交付

税の割合を６％から４％に引き下げ、普通交付税に移行させるとともに、事業費補正の更なる

縮減を行う

○ 特別交付税制度の見直し

・特別交付税の割合の改正

交付税総額における特別交付税の割合を段階的に引き下げ、その部分を普通交付税に移行

平成23年度 ６％ → ５％ 交付税総額の１％分（1,737億円）を普通交付税に移行

平成24年度 ５％ → ４％

※ 普通交付税への移行に当たっては、個別団体の財政運営に支障が生じないよう十分

留意しながら検討

・特別交付税の額の決定・交付に関する特例の新設

大規模災害等の発生時において、その都度、特別交付税の額を決定・交付することができ

る特例を新設

○ 事業費補正の廃止等

消防広域化事業（告示の期限（H24）後）、地下鉄事業（出資金・補助金）、防災対策事業

（うち「特に推進すべき事業」）、地域活性化事業（うち「合併の円滑化」）に係る事業費補

正の廃止等、更なる縮減を実施（廃止に当たっては、所要の経過措置）
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主な地方財政指標

一般財源総額

５９．５兆円（平 ＝59.4兆円、+0.1％）扱

(注)この場合の一般財源とは、地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与

税、地方特例交付金の計である

一般財源比率

６４．６％（平 ＝６３．０％）扱

(注)この場合の一般財源とは、地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付

金の計である

地方債依存度

１３．９％（平 ＝１６．４％）扱

［臨時財政対策債を含む］

地方の借入金残高（平 末見込み）宛

２００．４兆円（平 末見込み＝２００．５兆円）扱

交付税特別会計借入金残高（平 末見込み）宛

３３．５兆円（平 末見込み＝３３．６兆円）扱
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２３年度の子ども手当について

○ 児童一人あたり支給額

３歳未満:月額20,000円 ３歳以上から中学校修了前まで:月額13,000円

◎平成２４年度以降に向けた検討

◎平成２３年度の子ども手当に関する措置

○ 今後の子ども手当の制度設計について、関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場

において、子ども手当及びそれに関連する現物サービスに係る国と地方の役割分担及び経費負

担のあり方を含め、子ども・子育て新システムの検討との整合性を図りつつ、幅広く検討。

○ 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みを存続し、児童

手当分については、従来どおり、国、地方、事業主が費用負担。

それ以外の部分は、３歳未満に対する上積み分を含め、全額を国庫が負担し、子ども手当分

に地方負担は入れない。

○ 年少扶養控除の廃止等に伴う平成23年度の交付税（法定率分）の増額（2,113億円）については、

交付税（法定率分）の増額に伴う財源不足額の縮減による交付税（臨時財政対策特例加算）の減

額（▲1,057億円）、児童手当分（平成18、19年度増分）の特例交付金の減額（▲1,141億円）及び地

方財政収支における調整（85億円）により対応。

（注）所得制限超分、地方公務員の子ども手当分の特例交付金は、22年度と同様に存続

○ 地方が地域の実情に応じた現物サービスを拡充できるよう、新たな交付金500億円(国1/2等、事

業費約1,000億円)を創設するとともに、子どもに対する現物給付（1,000億円）を勘案して拡充した歳

出特別枠を新たに設け、その拡充分の財源として、同額を地方交付税に別枠加算。

○ 保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。学校給食費については本人の同意により子

ども手当から納付することができる仕組みとし、実効性が上がるような取組みを実施。

≪子ども手当分≫

全額国費

上積み分

《児童手当分》

国 地方 事業主

（ １ ： ２ ）
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○ 「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための 「地
域自主戦略交付金」を創設。

○ 平成23年度は、第一段階として都道府県分を対象に、投資補助金の一括交付
金化を実施。（市町村分は、平成24年度から実施）

配分額の通知①

自由な事業選択②

交 付③

各府省に移し替えて交付

地
方
公
共
団
体

○社会資本整備総合交付金の一部

○農山漁村地域整備交付金の一部

○水道施設整備費補助

○交通安全施設整備費補助金の一部

○学校施設環境改善交付金の一部

○工業用水道事業費補助

○自然環境整備交付金の一部

○環境保全施設整備費補助金

○消防防災施設整備費補助金

対象事業（都道府県分）

一括交付金（地域自主戦略交付金）について

客観的指標に基づく恣意性
のない配分の導入

（継続事業に配慮し、客観的
指標による配分は、初年度は
１割程度。その後、順次拡大）

上記の事業を、各府省の枠
にとらわれず、自由に選択

※うち 沖縄振興自主戦略交付金 321億円

地
域
自
主
戦
略
交
付
金

内閣府

5,120億円
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特別交付税制度の見直し等について

地方交付税の算定方法の簡素化・透明化の取組の一環として、交付税総額における特

別交付税の割合を６％から４％に引き下げ、普通交付税に移行させるとともに、事業費

補正の更なる縮減を行う。

１．特別交付税制度の見直し

（１）特別交付税の割合の改正

交付税総額における特別交付税の割合を段階的に引き下げ、その部分を普通交付税に

移行することとし、移行分については、「地域振興費（人口）」で算定を行う。

平成23年度 ６％ → ５％ １％分（1,737億円）を普通交付税に移行

平成24年度 ５％ → ４％

※ 平成23年度特別交付税は8,687億円（対前年度比△1,451億円、△14.3％の減）

※ 普通交付税への移行に当たっては、個別団体の財政運営に支障が生じないよう

十分留意しながら検討

（２）特別交付税の額の決定・交付に関する特例の新設

地方団体の財政運営に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模災害等の発生時におい

て、12月と３月の定例の決定・交付とは別に、その都度、特別交付税の額を決定・交付

することができる特例を新設。

２．事業費補正の廃止等

① 消防広域化事業 ・告示の期限(H24)後に廃止

② 地下鉄事業（出資金・補助金） ・廃止

③ 防災対策事業 ・「特に推進すべき事業」は廃止

④ 地域活性化事業 ・「合併の円滑化」は廃止

⑤ 施設整備事業（一般財源化分） ・交付税措置率の段階的な引下げ

※ 廃止に当たっては、所要の経過措置を講ずる。
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地球温暖化対策に係る臨時措置

 地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められるこ

とが不可欠である。既に地方公共団体は地球温暖化対策について様々な分野で多く

の事業を実施しているが、エネルギー起源ＣＯ２排出抑制策、森林吸収源対策等の

地球温暖化対策に資する諸施策を地域において更に総合的に進めるため、地方公共

団体の財源を確保する仕組みが必要である。 

平成２３年度税制改正において、「地球温暖化対策のための税」を導入することと

されたが、地方公共団体については、平成２３年度税制改正大綱において「地球温

暖化対策に関する国と地方の役割分担を踏まえ、地方財源を確保・充実する仕組み

について、平成２４年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めます。」とさ

れた。 

 そこで、具体的な地方財源の確保・充実の仕組みについて平成２４年度実施に向

けた成案が得られるまでの間の措置として、地方公共団体が積極的に取り組んでい

る森林吸収源対策等を一層支援するため、従来の森林・林業振興対策に加え、「地球

温暖化対策暫定事業費」を地方財政計画に臨時に特別枠として計上する。 
 

平成２３年度事業費 １００億円 
 

森林吸収源対策等の地球温暖化対策 
 

○国産・地域産木材の利活用の促進 
・公共施設等での活用   
・民間利用の支援・促進 
・木材・木質バイオマスの利用（ペレットストーブ等） 

 
○再生可能エネルギー（太陽光、風力、小水力発電等）の導入促進   など 

 

（参考）地球温暖化対策のための税（平成２３年度税収見込み）３５７億円 
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平成２３年度地方財政計画関係資料

平 成 ２ ３ 年 １ 月

総 務 省 自 治 財 政 局
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１　地方財政指標

区　　　　分 平　成　23　年　度 平　成　22　年　度

地 方 財 政 計 画 規 模 ８２兆５，０５４億円 ８２兆１，２６８億円

計 画 規 模 の 伸 び 率 　０．５％ ▲　０．５％

地 方 一 般 歳 出 の 伸 び 率 ０．８％ ０．２％

給 与 関 係 経 費 の 伸 び 率 ▲　１．９％ ▲　２．０％

投 資 的 経 費 の 伸 び 率 ▲　５．１％ ▲１５．３％

う ち 直轄・補助事業 １８．０％ ▲１５．７％

移 替 え 影 響 額 除 き　　※１ ▲　５．１％ ―　 

う ち 単 独 事 業 ▲２２．０％ ▲１５．０％

移 替 え 影 響 額 除 き　　※１ ▲　５．０％ ―　 

地 方 税 の 伸 び 率 ２．８％ ▲１０．２％

地 方 交 付 税 の 伸 び 率 ２．８％ ６．８％

一 般 財 源 総 額 ５９兆４，９９０億円 ５９兆４，１０３億円

一 般 財 源 比 率 ６４．６％ ６３．０％

地 方 債 の 伸 び 率 ▲１４．９％ １４．０％

地 方 債 依 存 度 １３．９％ １６．４％

地 方 債 発 行 額 （ 普 通 会 計 分 ） １１兆４，７７２億円 １３兆４，９３９億円

地方債・借入金残高合計（年度末見込み） ２００兆３，９３０億円 ２００兆５，３４５億円

うち地方債残高 １４２兆８，２３４億円 １４２兆２，２６８億円

うち交付税特別会計借入金残高 ３３兆５，１７３億円 ３３兆６，１７３億円

うち企業債（普通会計負担分）残高 ２４兆　　５２３億円 ２４兆６，９０４億円

（うち臨時財政対策債借入金残高※２） （３６兆６，１８８億円） （３１兆８，１３５億円）

（参考）

国 の 一 般 会 計 の 伸 び 率 ０．１％ ４．２％

う ち 基礎的財政収支対象経費 ▲０．１％ ―　 

公 債 依 存 度 ４７．９％ ４８．０％

 (注) １　地方一般歳出は、公債費、企業債償還費普通会計負担分及び不交付団体水準超経費を除いた額である。

 　　 ２　一般財源総額は、地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方特例交付金及び地方譲与税の合計額である。

 　　 ３　地方債（企業債を含む。）残高は、決算見込額をベースとした推計残高である。

 　　 ４　※１は、投資的経費の単独分へ計上していた社会資本整備総合交付金を活用した道路事業を、補助事業へ移し替

 　　 　えた影響を除いた場合の数値である。

 　　 ５　※２は、平成２１年度末の地方公共団体の決算における残高計に、平成２２年度及び平成２３年度の地方財政計

 　　 　画上の臨時財政対策債発行額を加え、公債費のうち臨時財政対策債の元金償還額を控除したものである。
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２　地方財政計画歳入歳出一覧

　（１）歳入歳出総括表 （単位：億円、％）

増減額

(B) (A)-(B) (C)

（歳　入）

8,941 

2,578 

45 

4,799 

6,082 

▲ 20,167 

1,153 

355 

3,786 

887 

（歳　出）

▲  4,170 

退 職 手 当 以 外 ▲  3,103 

退 職 手 当 ▲  1,067 

13,895 

13,168 

316 

411 

▲  1,000 

2,150 

▲  1,602 

▲　   51 

▲  6,042 

9,083 

移替え影響額除き※ ▲  3,223 

▲ 15,125 

移替え影響額除き※ ▲  2,819 

▲　   94 

▲    336 

242 

700 

　（２）歳入歳出構成比 （単位：％）

平　成 平　成
22年度 23年度

39.6 25.8 ▲ 0.6

2.3 37.3 1.5

0.5 0.4 ▲ 0.1

20.6 1.5 0.3

14.1 16.0 ▲ 0.3

16.4 1.2 0.0

1.6 13.7 ▲ 0.8

4.9 3.2 ▲ 0.1

0.9 0.1

100.0 100.0 －

0.8

計 825,054 821,268 3,786 0.5 

地 方 一 般 歳 出 663,289 
公債費、企業債償還
費普通会計負担分、
不交付団体水準超経
費を除く

0.5 

▲  1.9 

14.5

差　引
平　成
22年度

13.4 

1.2 

5,024 0.8 

2.5 

10.8 

▲ 22.0 

8.8 

2.8 

▲  1.6 

平成22年度 増減率

(C)/(B)

0.9 

5.3 

▲ 14.9 

2.8 

3.5 

▲  0.5 

▲  5.1 

▲  1.2 

▲ 25.0 

21.8 

▲  0.3 

▲  1.9 

18.0 

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

334,037 

21,749 

3,877 

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 収 入

0.1 

194,064 

22,800 

13,126 

地 方 交 付 税

不交付団体水準超経費

投 資 的 経 費

地 域 活 性 化 ・
雇 用 等 対 策 費 ※

308,226 

3,000 

114,772 

14,279 

17,118 

給 与 関 係 経 費 212,694 

825,054 

一 般 行 政 経 費

138,601 

190,961 

計

121,745 

使 用 料 及 び 手 数 料

公 債 費

地 方 税

地 方 譲 与 税

維 持 補 修 費

歳 入

地 方 特 例 交 付 金

直 轄 ・ 補 助

単 独

国 庫 支 出 金

地 方 交 付 税

地 方 債

一 般 財 源

公 営 企 業 繰 出 金
企業債償還費普通会計負担分

そ の 他

補 助

単 独
国民健康保険・後期高齢者
医療制度関係事業費

計

雑 収 入

区           分

23年度

40.5

2.6

平成23年度

40,861 

(A)

173,734 

26,867 

53,558 

157,481 

53,558 

59,474 

132,423 

9,612 

113,032 

12,144 

100.0

9,749 

7,200 

平　成

0.5

21.1

13.9

14.8

1.7

668,313 

325,096 

19,171 

3,832 

168,935 

115,663 

134,939 

歳 出

26.4給 与 関 係 経 費

差　引

計

地 域 活 性 化 ・
雇 用 等 対 策 費

公 債 費

維 持 補 修 費

公 営 企 業 繰 出 金

9,507 

0.1

0.0

6,500 

0.5

0.7

▲ 2.5

0.9

0.3

0.0

国 庫 支 出 金

地 方 債

594,103 594,990 

地 方 再 生 対 策 費

821,268 

138,285 

11,733 

4,000 

40,506 

50,391 

144,313 

59,474 

備　考

9,663 

216,864 

294,331 

134,025 

9,850 

119,074 

21,733 

12,000 

4.7 

9.1 

0.2 

▲  4.7 

35.8

1.2

一 般 行 政 経 費

0.5地 方 再 生 対 策 費

投 資 的 経 費

－

4.9

16.3

3.3

100.0

1.2

62,697 

56,377 

▲  5.1 

▲  5.0 

不交付団体水準超経費

68,683 

26,961 

17,454 

※単独分へ計上して

いた社会資本整備総

合交付金を活用した

道路事業を、補助事

業へ移し替えた影響を

除いた場合

※平成22年度の額は、

平成22年度地方財政

計画の歳出に計上さ

れた「地域活性化・雇

用等臨時特例費」の額

である。
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地方財政計画の推移

（単位：億円、％）

歳入歳出総額見込額 対前年度伸率 一般会計予算額 対前年度伸率

昭和５０年度 215,588 24.1  212,888 24.5  
５１ 252,595 17.2  242,960 14.1  
５２ 288,365 14.2  285,143 17.4  
５３ 343,396 19.1  342,950 20.3  
５４ 388,014 13.0  386,001 12.6  
５５ 416,426 7.3  425,888 10.3  
５６ 445,509 7.0  467,881 9.9  
５７ 470,542 5.6  496,808 6.2  
５８ 474,860 0.9  503,796 1.4  
５９ 482,892 1.7  506,272 0.5  
６０ 505,271 4.6  524,996 3.7  
６１ 528,458 4.6  540,886 3.0  
６２ 543,796 2.9  541,010 0.0  
６３ 578,198 6.3  566,997 4.8  

平成 元 年度 627,727 8.6  604,142 6.6  
２ 671,402 7.0  662,368 9.6  
３ 708,848 5.6  703,474 6.2  
４ 743,651 4.9  722,180 2.7  
５ 764,152 2.8  723,548 0.2  
６ 809,281 5.9  730,817 1.0  

(791,443) (3.6) 
７ 825,093 2.0  709,871 ▲ 2.9  

(4.3) 
８ 852,848 3.4  751,049 5.8  
９ 870,596 2.1  773,900 3.0  
１０ 870,964 0.0  776,692 0.4  
１１ 885,316 1.6  818,601 5.4  
１２ 889,300 0.5  849,871 3.8  
１３ 893,071 0.4  826,524 ▲ 2.7  
１４ 875,666 ▲ 1.9  812,300 ▲ 1.7  
１５ 862,107 ▲ 1.5  817,891 0.7  
１６ 846,669 ▲ 1.8  821,109 0.4  
１７ 837,687 ▲ 1.1  821,829 0.1  

(834,155) (▲ 1.5) 
１８ 831,508 ▲ 0.7  796,860 ▲ 3.0  

(822,963) (▲ 1.3) 
１９ 831,261 ▲ 0.0  829,088 4.0  
２０ 834,014 0.3  830,613 0.2  

(830,014) (▲ 0.2) 
２１ 825,557 ▲ 1.0  885,480 6.6  
２２ 821,268 ▲ 0.5  922,992 4.2  
２３ 825,054 0.5  924,116 0.1  

 (注) １　平成６、７年度の（ ）内は、平成６年度における特定資金公共事業債の繰上償還金を除いた場合である。

 　　 ２　平成１７、１８年度の（ ）内は、国保調整交付金、児童手当拡充分等を除いた場合である。

　 　 ３　平成２０年度の（ ）内は、地方再生対策費を除いた場合である。

（参考）国の予算（当初）地 方 財 政 計 画
年　度
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（参考）地方債計画（当初計画）の推移

（単位：億円、％）

年　度 地 方 債 計 画 対前年度伸率

昭和５０年度 28,350 21.2  
５１ 48,010 69.3  
５２ 50,562 5.3  
５３ 62,197 23.0  
５４ 74,010 19.0  
５５ 70,307 ▲ 5.0  
５６ 69,303 ▲ 1.4  
５７ 65,403 ▲ 5.6  
５８ 75,411 15.3  
５９ 72,100 ▲ 4.4  
６０ 64,800 ▲10.1  
６１ 70,920 9.4  
６２ 81,150 14.4  
６３ 91,851 13.2  

(81,276) (0.2) 
平成 元 年度 88,051 ▲ 4.1  

(77,271) (▲ 4.9) 
２ 88,044 ▲ 0.0  

(77,256) (▲ 0.0) 
３ 90,815 3.1  

(79,979) (3.5) 
４ 87,500 ▲ 3.7  

(87,140) (9.0) 
５ 103,585 18.4  

(103,478) (18.7) 
６ 147,340 42.2  
７ 160,332 8.8  
８ 181,103 13.0  
９ 173,659 ▲ 4.1  
１０ 160,940 ▲ 7.3  
１１ 163,970 1.9  
１２ 163,106 ▲ 0.5  
１３ 164,998 1.2  
１４ 165,239 0.1  
１５ 184,845 11.9  
１６ 174,843 ▲ 5.4  
１７ 155,366 ▲11.1  
１８ 139,466 ▲10.2  
１９ 125,108 ▲10.3  
２０ 124,776 ▲ 0.3  
２１ 141,844 13.7  
２２ 158,976 12.1  
２３ 137,340 ▲ 13.6  

 (注) （　）内は、特定資金公共事業債を除いた場合である。
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平成２３年度地方税及び地方譲与税収入見込額（未定稿）

１　地　方　税
 (1)　総　括　表

（単位：億円）

平　　成　　23　　年　　度

平成22年度 平成22年度 現行法によ 税制改正による増減(△)収見込額 改正法によ 平成22年度
当初見込額 当初見込額 る収入見込 る収入見込 当初見込額 (G)/(A) (G)の

に対する現 額　　　　 地方税制の 国税の改正 計 額　　　　 に対する増 ×100 構成
区　       分 行法による 改正による に伴うもの 減(△)収額 割合

増減(△)収 (A)+(B) もの　　　 (D)＋(E) (C)＋(F) (G)－(A)
見込額　　 (％) (％)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
　

１．　道  　府　  県 　 税 129,226 　 5,628 134,854 　 19 　 79 　 98 134,952 　 5,726 104.4 40.4

２．　市　  町　  村 　 税 195,870 　 3,317 199,187 　 8 △ 110 △ 102 199,085 　 3,215 101.6 59.6

３．　　　　　 計 325,096 　 8,945 334,041 　 27 △ 31 △ 4 334,037 　 8,941 102.8 100.0

12,936 2,590 15,526 115 　 115 15,641 2,705 120.9 4.5

338,032 　 11,535 349,567 　 27 84 111 349,678 　 11,646 103.4 100.0

（参考）　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金
　　　　及び軽油引取税交付金に相当する金額を道府県税から控除し、市町村税に加算した場合の金額は、次のとおりである。

（単位：億円）

平　　成　　23　　年　　度

平成22年度 平成22年度 現行法によ 税制改正による増減(△)収見込額 改正法によ 平成22年度
当初見込額 当初見込額 る収入見込 る収入見込 当初見込額 (G)/(A) (G)の

に対する現 額　　　　 地方税制の 国税の改正 計 額　　　　 に対する増 ×100 構成
区　       分 行法による 改正による に伴うもの 減(△)収額 割合

増減(△)収 (A)+(B) もの　　　 (D)＋(E) (C)＋(F) (G)－(A)
見込額　　 (％) (％)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
　

１．　道  　府　  県 　 税 112,794 　 5,263 118,057 　 21 　 79 100 118,157 　 5,363 104.8 35.4

２．　市　  町　  村 　 税 212,302 　 3,682 215,984 　 6 △ 110 △ 104 215,880 　 3,578 101.7 64.6

３．　　　　　 計 325,096 　 8,945 334,041 　 27 △ 31 △ 4 334,037 　 8,941 102.8 100.0

  　  地方法人特別譲与税 12,936 2,590 15,526 　 115 　 115 15,641 2,705 120.9 4.5

338,032 　 11,535 349,567 　 27 　 84 111 349,678 　 11,646 103.4 100.0

※　数値については、今後、精査の結果変わることがある。

再　　計

地方法人特別譲与税

再　　計
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 (2)　税目別内訳

（単位：億円）

平　　成　　23　　年　　度

平成22年度 平成22年度 現行法によ 税制改正による増減(△)収見込額 改正法によ 平成22年度
当初見込額 当初見込額 る収入見込 る収入見込 当初見込額 (G)/(A)

に対する現 額　　　　 地方税制の 国税の改正 計 額　　　　 に対する増 ×100
区　       分 行法による 改正による に伴うもの 減(△)収額

増減(△)収 (A)+(B) もの　　　 (D)＋(E) (C)＋(F) (G)－(A)
見込額　　 (％)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
　

Ａ道府県税

 (Ⅰ) 普通税

１． 51,906 　 1,135 53,041 　 7 △ 44 △ 37 　 53,004 　 1,098 102.1

個 人 均 等 割 605 △ 9 596 　 　 596 △ 9 98.5

所 得 割 43,305 　 671 43,976 7 2 　 9 　 43,985 　 680 101.6

法 人 均 等 割 1,400 △ 2 1,398 　 　 1,398 △ 2 99.9

法 人 税 割 4,081 　 804 4,885 △ 46 △ 46 　 4,839 　 758 118.6

利 子 割 1,983 △ 551 1,432 　 　 1,432 △ 551 72.2

配 当 割 378 　 166 544 　 　 544 　 166 143.9

株式等譲渡所得割 154 　 56 210 　 　 210 　 56 136.4

２． 18,803 　 4,430 23,233 　 　 123 　 123 　 23,356 　 4,553 124.2

個 人 2,010 △ 124 1,886 　 　 1,886 △ 124 93.8

法 人 16,793 　 4,554 21,347 　 123 　 123 　 21,470 　 4,677 127.9

３．地方消費税 24,887 　 804 25,691 　 　 0 　 0 　 25,691 　 804 103.2

譲 渡 割 18,732 　 791 19,523 0 　 0 　 19,523 　 791 104.2

貨 物 割 6,155 　 13 6,168 　 　 6,168 　 13 100.2

４． 3,575 △ 245 3,330 　 15 　 15 　 3,345 △ 230 93.6

５． 2,428 △ 66 2,362 　 2,362 △ 66 97.3

６． 566 △ 33 533 　 533 △ 33 94.2

７． 2,286 △ 363 1,923 △ 3 △ 3 　 1,920 △ 366 84.0

８． 8,432 　 310 8,742 　 　 8,742 　 310 103.7

９． 16,272 △ 325 15,947 　 15,947 △ 325 98.0

10． 4 　 0 4 　 4 　 0 100.0

11． 48 △ 18 30 　 30 △ 18 62.5

129,207 　 5,629 134,836 　 19 　 79 　 98 　 134,934 　 5,727 104.4

 (Ⅱ) 　 　 　 　 　 　

１． 19 △ 1 18 　 18 △ 1 94.7

19 △ 1 18 　 　 　 　 18 △ 1 94.7

 (Ⅲ) 129,226 　 5,628 134,854 　 19 　 79 　 98 　 134,952 　 5,726 104.4

※　数値については、今後、精査の結果変わることがある。

  　  地方法人特別譲与税 12,936 　 2,590 15,526 　 　 115 　 115 15,641 2,705 120.9

142,162 　 8,218 150,380 　 19 　 194 　 213 150,593 　 8,431 105.9

目 的 税 計

道 府 県 税 計

再　　計

狩 猟 税

固定資産税（特例分等）

普 通 税 計

道府県民税

事業税

不 動 産 取 得 税

道 府 県 た ば こ 税

目 的 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

自 動 車 税

鉱 区 税

自 動 車 取 得 税

軽 油 引 取 税
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（単位：億円）

平　　成　　23　　年　　度

平成22年度 平成22年度 現行法によ 税制改正による増減(△)収見込額 改正法によ 平成22年度
当初見込額 当初見込額 る収入見込 る収入見込 当初見込額 (G)/(A)

に対する現 額　　　　 地方税制の 国税の改正 計 額　　　　 に対する増 ×100
区　       分 行法による 改正による に伴うもの 減(△)収額

増減(△)収 (A)+(B) もの　　　 (D)＋(E) (C)＋(F) (G)－(A)
見込額　　 (％)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
　

Ｂ市町村税

 (Ⅰ) 普通税

１．市町村民税 81,713 　 2,645 84,358 　 10 △ 110 △ 100 　 84,258 　 2,545 103.1

個 人 均 等 割 1,815 △ 27 1,788 　 　 1,788 △ 27 98.5

所 得 割 65,048 　 963 66,011 10 2 　 12 　 66,023 　 975 101.5

法 人 均 等 割 4,100 △ 48 4,052 　 　 4,052 △ 48 98.8

法 人 税 割 10,750 　 1,757 12,507 △ 112 △ 112 　 12,395 　 1,645 115.3

２． 89,033 　 722 89,755 △ 2 　 △ 2 　 89,753 　 720 100.8

土 地 34,502 △ 272 34,230 　 　 0 　 34,230 △ 272 99.2

家 屋 37,497 　 1,161 38,658 　 　 　 38,658 　 1,161 103.1

償 却 資 産 16,079 △ 173 15,906 △ 2 △ 2 　 15,904 △ 175 98.9

88,078 　 716 88,794 △ 2 　 △ 2 　 88,792 　 714 100.8

交 付 金 955 　 6 961 　 　 　 　 961 　 6 100.6

３． 1,792 　 16 1,808 　 　 　 　 1,808 　 16 100.9

４． 7,454 △ 202 7,252 　 　 　 　 7,252 △ 202 97.3

５． 25 △ 2 23 　 　 　 　 23 △ 2 92.0

６． 23 △ 4 19 　 　 　 　 19 △ 4 82.6

180,040 　 3,175 183,215 　 8 △ 110 △ 102 　 183,113 　 3,073 101.7

 (Ⅱ) 　 　 　 　 　 　

１． 225 　 3 228 　 　 228 　 3 101.3

２． 3,261 　 116 3,377 　 　 3,377 　 116 103.6

３． 12,344 　 23 12,367 　 　 　 　 12,367 　 23 100.2

４． 0 　 0 0 　 　 0 　 0 0.0

15,830 　 142 15,972 　 　 15,972 　 142 100.9

 (Ⅲ) 195,870 　 3,317 199,187 　 8 △ 110 △ 102 　 199,085 　 3,215 101.6

※　数値については、今後、精査の結果変わることがある。

普 通 税 計

純 固 定 資 産 税 小 計

軽 自 動 車 税

固 定 資 産 税

水 利 地 益 税 等

目 的 税 計

市 町 村 た ば こ 税

鉱 産 税

特 別 土 地 保 有 税

目 的 税

入 湯 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

市 町 村 税 計
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２　地方譲与税

（単位：億円）

平　　成　　23　　年　　度

平成22年度 平成22年度 現行法によ 改正法による 平成22年度
当初見込額 当初見込額 る収入見込 収入見込額　 当初見込額

に対する現 額　　　　 に対する増
区　       分 行法による 減(△)収額

増減(△)収 (A)+(B) (C)＋(D) (E)－(A)
見込額　　

(A) (B) (C) (E)
　

１． 2,777 　 1 2,778 　 　 2,778 　 1

２． 123 △ 4 119 　 　 119 △ 4

３． 3,090 △ 122 2,968 　 　 2,968 △ 122

４． 143 △ 12 131 　 　 131 △ 12

５． 102 　 10 112 　 　 112 　 10

６． 12,936 2,590 15,526 　 　 15,641 　 2,705

合　　　　　　計 19,171 　 2,463 21,634 　 　 21,749 　 2,578

※　地方揮発油譲与税には、地方道路譲与税を含む。

※　数値については、今後、精査の結果変わることがある。
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制度改正によ
る増減(△)収
見込額　　　

地方法人特別譲与税

自 動 車 重 量 譲 与 税

航 空 機 燃 料 譲 与 税

特 別 と ん 譲 与 税

石 油 ガ ス 譲 与 税

地 方 揮 発 油 譲 与 税
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　 （単位：億円）

１　個人住民税 7 10 17 199 298 497
 (1) 成年扶養控除の見直し 131 196 327
 (2) 退職所得10％税額控除の廃止 7 10 17 69 103 172
 (3) 寄附金税額控除の適用下限額の引下げ △ 1 △ 1 △ 2

２　不動産取得税 15 15 16 16
 (1) サービス付き高齢者向け住宅に係る特例の創設 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4
 (2) 都市再生促進税制の拡充 △ 6 △ 6 △ 6 △ 6
 (3) 産活法に係る特例の見直し 1 1 1 1
 (4) SPC・Jリートに係る特例の見直し 6 6 6 6
 (5) （独）住宅金融支援機構等の貸付けに係る 16 16 16 16
　　特例の廃止
 (6) その他 2 2 3 3

３　自動車取得税 △ 3 △ 3 △ 3 △ 3
　　 過疎バスの取得に係る非課税措置の見直し △ 3 △ 3 △ 3 △ 3

４　固定資産税 △ 2 △ 2 1 1
 (1) 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に 0 0 △ 2 △ 2
　　係る特例の創設
 (2) 国際コンテナ戦略港湾等の港湾経営会社が 0 0 △ 3 △ 3
　　取得した荷さばき施設等に係る特例の創設
 (3) 地域公共交通確保等へ向けた関連税制の拡充 △ 2 △ 2 △ 2 △ 2
　　（離島船舶、離島航空機、安全性向上設備）
 (4) 高齢者向け優良賃貸住宅に係る減額措置の 0 0 △ 6 △ 6
　　見直し
 (5) 市街地再開発事業に伴い従前の権利者が取得 0 0 1 1
　　する家屋に係る減額措置の見直し

平成23年度税制改正による事項別増減収見込額

初　年　度 平　年　度
道府県税 市町村税 計 道府県税 市町村税 計

改　正　事　項

未定稿

する家屋 係る減額措置 見直し
 (6) 鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る特例 0 0 10 10
　　の見直し
 (7) 地上放送デジタル化のための設備に係る特例 0 0 1 1
　　の見直し
 (8) その他 0 0 2 2

５　地方たばこ税 △ 991 991 0
　　 税率の見直し △ 991 991 0

合　　　　計 19 8 27 △ 779 1,290 511

国税の税制改正に伴うもの 79 △ 110 △ 31 581 △ 764 △ 183

　個人住民税 2 2 4 151 227 378
   (1) 給与所得控除の見直し 122 183 305
　 (2) 退職所得課税の見直し 2 2 4 16 23 39
　 (3) その他 14 20 34
　法人住民税 △ 46 △ 112 △ 158 △ 403 △ 991 △ 1,394
　 (1) 法人税の基本税率の引下げ △ 80 △ 198 △ 278 △ 607 △ 1,492 △ 2,099
　 (2) その他 35 86 121 204 501 705
　法人事業税 123 123 817 817
　地方消費税 0 0 16 16

再　　　　計 98 △ 102 △ 4 △ 198 526 328

　地方譲与税
　地方法人特別譲与税 115 115 849 849

再　　々　　計 213 △ 102 111 651 526 1,177
（地方法人特別譲与税を含む合計）

（注）　表中における計数は、１億円未満を四捨五入している。

未定稿
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